
 

 

 

 

 

 

１．概要 

除染で発生した土壌などについて、中間貯蔵開始後３０年以内の最終処分を見据えた減

容・再生利用等に活用し得る技術を広く公募します。 

外部有識者から構成される審査委員会において厳正な審査を行った上で、応募のあった

実証テーマの中から 10件程度を採択する予定です。 

 

２．スケジュール 

  概ね以下のスケジュールで進める予定です。 

  ・平成２９年４月 ３日  公募開始（公募要領を当社ホームページに掲載） 

・平成２９年５月１０日 公募の締め切り 

・平成２９年５月～６月 一次審査（書類審査）及び二次審査（口頭審査）、 

実証テーマの決定 

・平成２９年８月～   契約締結後、実証事業の実施 

・平成３０年１月～２月 結果取りまとめ、実証試験結果の評価を実施 

 

以上 

 

 

＜連絡先＞ 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

中間貯蔵事業部 技術課 徳永・田中 

 ＴＥＬ：０３－６６３５－４９０２（直通） 

 ＦＡＸ：０３－６６３５－４９００ 

News Release 

平成２９年３月１７日 

「平成２９年度除染土壌等の減容等技術実証事業」の 

実証テーマの公募について（お知らせ） 

Japan Environmental Storage & Safety Corporation 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社では、環境省から委託を受け、４月３日から「平成２９

年度除染土壌等の減容等技術実証事業」の実証テーマの公募を開始します。 

本実証試験を通じて、今後の除染土壌等の減容等に活用し得る技術の効果、経済性、効率

性等を確認・評価し、実事業化に向けた技術の絞り込み等につなげます。 

なお、実証期間をより長くとるため、公募期間の短縮及び評価までの期間延長に伴うスケ

ジュール変更を実施しておりますので、ご注意ください。 


